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第２章 海面最終処分場の閉鎖・廃止の運用状況の検討 

１．閉鎖・廃止の運用状況の把握 

 海面最終処分場における閉鎖・廃上基準の適用状況等について、平成 22年度

に実施したアンケート調査結果を利用し、海面最終処分場の廃止基準の適用の

仕方について不明確となっている運用状況を整理した。 

本アンケート調査によって、全国の海面最終処分場の維持管理の状況が明ら

かになった。全国の海面最終処分場の約３割が閉鎖(埋立終了)又は廃止してお

り、さらに、処分場の約 1割強の数が残余容量が少なくなってきている状況に

あり、今後、海面最終処分場の閉鎖（埋立終了）・廃止の数はさらに増えていく

ものと考えられる。 

 そのような中で、なかなか安定化が進まない現状から、埋立工法を工夫(薄層

撒き出し工法、片押し工法、ポンド埋立工法など)したり、集水暗渠、集水井戸、

内水ポンドなどの集水方法を工夫する例が認められる。 

 

（１）海面最終処分場に関するアンケート調査概要  

 １）調査時期 

  平成 22年度にアンケート調査を実施。 

 ２）調査対象 

 47都道府県、62政令指定都市の管轄する海面最終処分場を対象。 

 ３）アンケート回収率 

  回収結果は以下の通りである。 

 ・都道府県：   47/47(100％) 

 ・政令指定都市： 62/62(100％) 

（２） アンケート調査結果 

１）海面最終処分場の数 

 海面最終処分場は、都道府県で 50 箇所、政令指定都市で 22 箇所の計 70

箇所であった（ダブリの２箇所を除く）。 

２）閉鎖・廃止の状況 

 全海面最終処分場の３割が閉鎖(埋立終了)あるいは廃止しており、処分場

の埋立容量の 1割以下の残余容量しかない海面最終処分場も 1割強の数に上

っている。今後、海面最終処分場の閉鎖（埋立終了）・廃止の数はさらに増

えていくものと考えられる。 
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３）水位管理 

①閉鎖後から廃止までの水位管理 

 閉鎖後から廃止までの期間において、水位管理を実施するが約 50%、一方、

水位管理を実施しないとする処分場が 70 処分場のうち約 20%に達していた。 

②廃止以降の水位管理 

 70処分場のうち、水位管理を行わないとする解答が 46%弱にも達していた

が、その後の再度の問合せ（メールまたは電話）に対しては、「現在検討中

（B 県、A 市など）」「廃止後は管理者が変わるので、水位管理は行わないと

解答したものである（C 県など）」あるいは｢廃止後は管理者が変わるので、

水位管理については未定である（E 市など）｣などの回答が多かった。一方、

「廃止後に水位管理が必要となる理由が理解不足のため教示いただきたい

(I県電力会社)」などの回答もあった。 

４）モニタリング 

 閉鎖後の廃止に向けたモニタリングについては、半数以上の処分場で実施

(予定)であるが、7%程度（5 処分場）の処分場が実施しないと答えている。

この廃止に向けたモニタリングを実施していない 5 処分場のうち、2 処分場

は既に廃止済みのため実施していないものであるが、残りの 3処分場は、電

力会社による「無機廃棄物のためガスの発生が無いため実施せず」との回答

である。 

 廃止に向けたモニタリングを実施（予定）している 37 処分場でのモニタ

リング項目としては、「保有水等の水質」・「埋立ガス」・「内部温度(地温)」

の 3 種類のモニタリングを行っている処分場は約 16%（6 処分場）である。

保有水等の水質と埋立ガスのモニタリングを実施している処分場が最も多

く(35.1%：13 処分場)、次いで保有水等の水質のみしかモニタリングしてい

ない処分場も多く（29.7%：11処分場）、周縁の地下水の水質をモニタリング

している処分場は、このうち 11処分場（29.7%）存在する。内部温度をモニ

タリングしている処分場は、37処分場のうち 1/4程度の９処分場のみである。

なお、この他に「地盤沈下」をモニタリングしている処分場も２箇所(5.4%)

存在する。 

 また、地下水水質のモニタリングについては、「廃止基準では『水面埋立

処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の

周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断できる２以
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上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水』となっている。」こ

とから基本的に実施しているとの回答を電話やメールによる詳細な問合せ

で得ている。また、「閉鎖後のモニタリングとして地下水水質をモニタリン

グするとしたものであるが、現段階では周辺海域のモニタリングとの関連と

も合わせながら地下水水質のモニタリングの詳細を検討している段階であ

る」との回答もあった。 

 さらに、「地下水等が海水の影響を強く受けるため、水質の監視・評価が

難しい。また、廃止の際の評価も現状の廃止基準については、同様の理由に

より難しい」との意見にもあるように、周縁地下水や周辺水域の水質のモニ

タリングは難しい状況にある。 

 

５）閉鎖・廃止の取扱い 

①閉鎖後の土地利用 

 閉鎖後の土地利用については、全 70処分場の内、約 16%の 11処分場が利用

(予定)が示されている。また、廃止までの土地利用を行わないとする処分場

は４割以上にも達している。 

②廃止後の跡地利用 

 跡地利用（予定）の具体的事例は、廃止までの土地利用とは異なり、検討

中、未定以外の処分場は、緑地などの利用例が挙げられる。なお、廃止まで

の土地利用時と同じ利用内容の場合も見受けられる。 

③内水ポンドの取扱い 

 内水ポンドを閉鎖後は利用しない（埋立て撤去など）とする処分場が約 1/3

の 22 処分場となっているが、「浸出水維持管理貯留池及び洪水調整池とする

予定」などのように、調整池として利用するとした処分場が１割の７処分場、

「保有水の水質測定のため、一部分を残す予定」など他の利用法で内水ポン

ドを残すところが４処分場となっており、何らかの利用をすることを望んで

いる処分場が 1/6に達する。 

一方で、「閉鎖後に内水ポンドを残すか検討中」との回答にもあるように、内

水ポンドを閉鎖後、どのように取り扱うのかについて、検討中や未定の処分

場も半数以上にのぼる。 

④集排水設備の廃止後の取扱い 

 廃止後の保有水等集排水設備の取扱いについては、検討中を含め 70処分場
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の内の 7割以上が集排水設備の取扱いを決めていない。一方、1次集計時に廃

止と同時に集排水設備を廃止・取り壊し・撤去予定（a 県、b 県、c 市）とし

ていた処分場については、a県以外は「排水処理施設（浸出水処理設備）等と

の混同」などがあり、現状廃止後の取扱いは未定である、と詳細な問合せ後

に新たな回答を得た。a県については、無機系の産業廃棄物が多いため、集排

水設備（内水ポンド方式に準じた釜場方式）は残さない方針とのこと。また、

設備等無し（余水吐きのみで特に集排水設備のない処分場、あるいは、内水

ポンド方式で閉鎖後はそれもなくなる処分場）といった状況から、特に集排

水設備の取扱いを考えていない処分場もある。 

⑤排水処理施設の廃止後の取扱い 

・ 元々、排水処理を行っていない処分場が 70 処分場の 10%にあたる 7 処

分場存在する。これらの内、４処分場は不燃系の産業廃棄物のみの埋立、

２処分場は可燃系の産業廃棄物、1処分場が一般廃棄物（可燃・不燃の

割合不明）を取り扱っている。 

・ 排水処理施設については、廃止後は撤去する処分場が 1/4以上となり、

残存させる処分場は１割程度であるが、現在どのように取り扱えばよい

のかを決めあぐねている処分場が半数以上に上っている現状も見られ

る。 

 ⑥その他の廃止後の管理について 

その他、廃止後の管理についての具体的事例として下記のような回答が

あった。 

・ 除草等、周期的に巡回する(d県) 

・ （売却した土地については）売却先の企業に任せる(e県) 

・ 廃止後も護岸等の点検は必要となると思慮される(f市) 

・ 本処分場では、廃止後の土地の管理は港湾管理者となる。施設につい

ては処分場廃止時点で基準省令の適用がなくなるため、基本的に港湾

管理者は管理義務はないが、具体的には廃止時期が近づいた時点で、

管理の必要性についてフェニックスと港湾管理者が協議を行うことが

考えられる。(g市) 

・ 稼動中の処分場が隣接していたため、廃止後も維持管理が可能（h市） 

 

６）安定化促進工法 
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①埋立前処理 

 安定化促進のための埋立前処理を行っているかどうかについての質問を行

ったが、前処理を行っている海面最終処分場は、降雨による洗い出し方式を

行っている 1処分場（D県）のみであった。 

②埋立工法 

 埋立工法については、多いほうから順番に、片押し工法、薄層撒き出し工

法、ポンド埋立工法であり、これらの埋立工法で全体の約 75%を占める。その

他の工法では、浚渫土及び建設発生土等により陸化して後に実施される「サ

ンドイッチ方式(D県、I市など)」や、内水に浮かべた「埋立台船による投棄

(D市)」であった。 

 また、埋立途中で別の埋立工法を採る場合についての質問も行ったが、埋

立工法について 70 処分場の内 60％の処分場では同一の埋立工法を埋立終了

まで実施する。また、途中から別の埋立工法を採用する約 20％の処分場（15

処分場）の内、その内訳は「薄層撒き出し工法⇒片押し工法」が 80％以上(13

処分場)と大半を占めている。 

③集水方式 

 集水方式については、内水ポンド方式が約 25％と最も多く、次いで、その

他の方式、集水(水平)暗渠、集水井戸の順となる。また、面集水方式（底部）

も 1処分場で実施されている。複合方式としては、「集水井戸＋内水ポンド方

式」「集水(水平)暗渠＋内水ポンド方式」である。その他の方式では、「余水

吐き(２処分場)」「集水設備無し(３処分場)」「底部集排水管（１処分場）」「集

水ポンプ(２処分場)」「貯留池（２処分場）」「貯留槽(１処分場)」であった。 

④その他の安定化促進のための工夫 

 こちらから提示した前処理、埋立工法、集水方式以外についての安定化促

進の工夫についての結果、特に工夫していない処分場が約 2/3 を占めるが、

何らかの工夫を試みようとしている処分場は、10％程度ある。 
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２．閉鎖・廃止の運用方法の検討 

 １の検討結果を踏まえ、閉鎖・廃止基準の適用の仕方について不明確な点を

改善するための閉鎖・廃止上の運用方法を整理した。 

 

（１）海面最終処分場における閉鎖(埋立終了)・廃止に係る課題 

 海面最終処分場におけるこれまでの課題としては、下記の 4項目が挙げられ

以下にそれらについて解説する。 

 

①閉鎖(埋立終了)・廃止に係る基準省令の適用について各最終処分場で異な

る考え方が見受けられること、 

②集排水設備や浸出液調整池について基準省令等に具体的な構造、維持管理

について明記されていないこと、 

③廃止までの土地利用について不明確であること、 

④廃止確認申請において対象となる保有水等の採取地点が不明確であること

等がある。 

 

①閉鎖(埋立終了)・廃止に係る基準省令の適用について 

 現在、廃棄物の最終処分場の閉鎖(埋立終了)・廃止等の基準は、廃棄物処理

法に基づく「基準省令」により規定され、「廃棄物最終処分場安定化監視マニュ

アル（平成元年 11月 30日、環水企第 331号；環境庁水質保全局企画課海洋汚

染・廃棄物対策室長通知の別添)、（以下、「安定化監視マニュアル」という。）」

により廃止の具体的モニタリング手法が示されているが、陸上最終処分場が主

な対象となり、海面最終処分場における廃止のためのモニタリングについては

明確ではない。このことから、各最終処分場で異なる方法での閉鎖(埋立終了)・

廃止に係る基準省令の適用が見受けられることなど（例えば、独自の判断によ

る土地利用や廃止のモニタリング実施など）の問題が生じている。 

 

②集排水設備について 

 現行の基準省令等には海面最終処分場の水位管理の重要性や必要性について

明確には示されていないことや、保有水等集排水設備（暗渠など）については、

基準省令において、余水吐きその他の排水設備（基準省令第１条第１項第５号

ニ括弧書）としか記述されていないことから、集水機能を有する設備の必要性、
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構造や維持管理方法が不明確であることが課題として挙げられる。 

 なお、近年、いくつかの海面最終処分場においては、保有水等の適正管理に

加え、跡地利用や運営上の観点から廃止までに要する期間を短縮するための方

策について、各最終処分場による試行錯誤の検討がされているところである。

具体的には、いくつかの海面最終処分場では、陸上最終処分場との構造的な違

いを考慮し、保有水等を埋立地の底部から集排水する方法に加え、埋立地の管

理水位近辺の上部に保有水等集排水設備を設け、効率的に集排水する方法が行

われている。また、砕石層と内水ポンドを組み合わせたｐH 早期低減の集排水

設備の検討も行われている。 

 

③廃止までの土地利用・跡地利用について 

 海面最終処分場の場合、埋立終了から廃止までの期間が相当長期になると考

えられており、この間の土地の土地利用（埋立処分以外の用に供する場合（第

２条第２項第２号ト））については、広大な土地の利用を図るとともに、賃貸料

等の収入が得られるならば、維持管理上有利となる。現状では各処分場独自の

考え方で実施されているが、海面最終処分場では廃棄物処理法だけでなく公有

水面埋立法も絡んでくることから、土地利用上の手続き面、責任分担等につい

て留意点を明らかにしておく必要がある。 

 

④保有水等の採取地点について 

 最終処分場を廃止する場合、保有水等集排水設備によって集められた保有水

等の水質により廃止の判断が行われるが、廃止確認申請において対象となる保

有水等の採取地点が不明確であること等がある。従って、廃止確認のモニタリ

ングにおいて、各項目の採取地点を明らかにしておく必要がある。 

 

（２）改善するための運用方法について 

１）海面最終処分場における水位管理の必要性 

残留海水や保有水等の水は、埋立護岸の力学的・構造的な安定性の保持、保

有水等の埋立護岸外への浸出防止、埋立跡地の利用等に影響を及ぼす場合があ

り、その対策として保有水等の水位管理が有効である。 

保有水等の水位は、「管理水位は平均海水面よりも低い方が望ましいが、埋立

当初では、護岸・遮水工（特に遮水シートの場合）の安定性が高まるまでは埋
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立地内の水位を外海水位より高く設定し、その後順次管理水位まで下げる等段

階的管理をしていくことが有効と考えられている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

海面最終処分場の特性から、遮水機能は遮水構造だけで維持されるのではな

いことに留意する必要があり、特に、外海の水位と埋立地内水位の水位差（あ

るいは水頭差）を利用して埋立地内部から外海への外向きの移流（保有水等に

含まれる汚濁物質が移動するような流れ）を抑制する埋立地内水位の管理は、

遮水性能をより有効なものにする管理方法である。 

以上をまとめると、以下のようになる。 

 海面最終処分場では、その自然的条件及び埋立護岸の構造等を踏まえ、護岸

の力学的・構造的な安定性を保持し、保有水等の埋立護岸外への浸出を防止す

るとともに埋立跡地の利用に支障を及ぼさないようにするためには、保有水等

の適切な水位管理が有効である。 

 

２）海面最終処分場における保有水等集排水設備の有効性 

基準省令５、ニには、保有水等集排水設備について「水面埋立処分を行う埋

立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有す

る構造の余水吐きその他の排水設備を設けること」と規定がされているが、全

面陸化していない海面最終処分場では、余水吐き等の保有水等集排水設備によ

り保有水等を自然に集水し、有効に排水することができるために、「管渠その他

の集排水設備」である必要はなかった。 

しかし、前述のように、既存の海面最終処分場において、処分場の早期廃止

を目的として、管理水位よりも上に存在する廃棄物を対象に保有水等集排水設

備を設けて、集水した保有水等を排出し続けることで、集水した保有水等の水

質を早期に廃止基準に適合させるという試みを海面最終処分場で実験的に行っ

ている事例が出てきている。 

保有水等集排水設備は、保有水等を有効に集める集水機能と、集水した保有

水等を速やかに排出することのできる構造の排水機能が備わっている構造の設

備である。 

こうした集水機能の備わった設備としては、図 2-1 に示される暗渠がある。

この他に、揚水井戸等も集水機能の備わった集排水設備である。 

こうした暗渠などの設備は、埋立地内に滞水した保有水等を有効に集水する

ことができ、この集水機能によって安定化が促進されると考えられる。 
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図 2-1 廃止前までの海面最終処分場の集排水設備等 

 

以上をまとめると、以下のように整理できる。 

 埋立地には、保有水等を有効に集め、速やかに排出することのできる堅固で

耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備が設置されるが、これらは陸化

した海面最終処分場にも有効である。 

 

３）内水ポンドの取扱い 

最終処分場の閉鎖（埋立終了）にあたっては、基準省令第１条第２項第 17

号等に従い、開口部を閉鎖することとなっている。 

内水ポンドは、埋立中では保有水等の水量・水質調整機能、廃止後では雨水

の水量調整機能を有すると考えられている。しかしながら、内水ポンドは水面

埋立という特性から不可避的に形成される残留海水面であって、構造要件を有

していないことから施設と見なすことはできない。さらに、内水ポンドの底面

や側面は廃棄物が露出した状態にあり、最終処分場の開口部にあたる。 

内水ポンド部分は、最終処分場設置許可申請（または届出）並びに埋立免許

申請時において通常は、埋立面積の一部であって、本来、埋立てられるもので

あり、残すことを想定していない。 

しかし、アンケート調査結果等から実態上、内水ポンドは、数十ヘクタール

もの埋立面積を有する海面最終処分場を適正に維持管理していく上で、特に浸

出液処理設備への水量や水質の負荷変動を緩和し、陸上最終処分場における浸
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出液調整池と同様の機能を担っている場合が多く見受けられる。 

そこで、内水ポンドを埋立てずその機能を維持する場合の考え方を以下に示

す。 

 

①閉鎖（埋立終了）後も内水ポンドを埋立てずに保有水等の集水機能を維持す

る場合は、公有水面埋立法第 13条の２に従い設計概要の変更許可手続き(変

更の規模によっては廃棄物処理法上の変更届も必要）を行うとともに、廃棄

物処理法の基準に従い廃棄物の飛散・流出の防止のため、廃棄物を露出させ

ないよう、「厚さがおおむね 50cm以上の土砂による覆いその他これに類する

覆いにより開口部を閉鎖すること。」（基準省令第 1条第２項 17号）の措置、

及び集排水設備の要件としての「・・・堅固で耐久力を有する構造の・・・」

の措置を講ずる必要がある。これにより、構造要件をもたない内水ポンドか

ら、基準省令第１条第１項第５号ニに規定する保有水等集排水設備に該当す

ることになる。 

②閉鎖後において、内水ポンドの調整機能（水量調整並びに水質調整）を残し、

かつ保有水等の内水ポンド内への流入を抑制する方法として、内水ポンドの

底面や側面の一部を継手に遮水措置を施した矢板等により囲い、耐水構造を

確保する工法がある。このような亀裂や漏水の生じる恐れのない材料で覆う

等の耐水構造の確保により、内水ポンドは、水平暗渠等により集められた保

有水等を流入させる場合は基準省令第１条第１項第５号ホに規定する調整

池に、表流水のみを流入させる場合は雨水調整池に該当することになる。こ

うした調整池あるいは雨水調整池としての機能を確保することは、豪雨など

による水量の増加に伴う保有水等の流出防止の観点からも水量の調整が可

能となり有効な手段となる。 

  図 2-2には、保有水等の上部集排水設備等を導入し海面最終処分場を廃止

する場合において、管理水位付近に設置された水平暗渠等の保有水等集排水

設備から排出される保有水等の調整池として使用する場合の内水ポンドの

事例を示す。 

③また、内水ポンドを保有水等集排水設備として残す場合も考えられ、現状で

様々な形状が認められる。さらに、跡地利用時に調整池の形質を変更するこ

とも考えられるので、今後内水ポンドを残す場合の十分な構造等の検討が望

まれる。 
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図 2-2 内水ポンドを調整池として使用する場合のイメージ 

 

以上をまとめると、以下のように整理できる。 

 閉鎖（埋立終了）後の内水ポンドの取扱いは、次の方法によるものとするこ

とが考えられる。 

①内水ポンドを残し、調整機能を維持する場合は、厚さが概ね 50cm以上の土砂、

その他これに類する覆いにより最終処分場の開口部である内水ポンドの底部を

閉鎖する（基準省令第 1条第２項 17号）。 

②内水ポンドを調整池、または雨水調整池として残す場合は、保有水等が埋立

廃棄物から内水ポンドに流入しないよう、内水ポンドの底面等を亀裂や漏水の

生じる恐れのない材料で覆う等により、耐水構造を確保しなければならない（基

準省令第１条第１項第５号ホ）。 

③また、内水ポンドの残し方として、集排水設備とすることも考えられる。 
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３．海面最終処分場の管理・技術の整理 

 海面処分場の特性を踏まえた、早期安定化等のための管理・技術について、

「平成 20 年度 一般廃棄物を受け入れる廃棄物埋立護岸の有効な土地利用検

討業務報告書 国土交通省 港湾局 国際・環境課 財団法人 港湾空間高度化環

境研究センター」から、全国事例等を整理した。 

（１）閉鎖（埋立終了）・廃止の状況 

１）処分場の維持管理年数 

公有水面埋立法においては、埋立免許の条件、内容（天端高等）が満たされ

れば、土地を竣功することが可能となるが、廃棄物処理法に基づき中に残る保

有水が一定のレベルに浄化されるまで処分場の廃止が出来ないため、竣功から

廃止までに長期間を必要としているのが現状である。（表 2-1～2-2 参照） 

表 2-1 燃え殻等の埋立割合と維持管理年数の関係 

 

表 2-2 主要埋立物別の維持管理年数 

 

２）閉鎖（埋立終了）・廃止の状況 

22 の処分場にアンケートを送付して、アンケートに回答があった 14 か所の

処分場について閉鎖（埋立終了）・廃止の状況を下表 2-3に示すが、閉鎖（埋立
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終了）している処分場は多くあるものの、廃止に至っている海面処分場は少な

く、廃止に至っている処分場は、浮島１期廃棄物埋立処分地（一部）、横浜港大

黒ふ頭一般廃棄物処分場、響灘西部最終処分場（一部）の３箇所程度である。 

表 2-3 埋立・廃止の状況 
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３）早期廃止するための対象項目 

処分場の廃止の妨げとなる項目は、COD（化学的酸素要求量）、T-N（全窒素）、

pH、SS（浮遊物質量）といった、生活環境に係わる排水基準項目をあげる処分

場が多い結果となった。 

表 2-4 廃止基準の未達成項目 

 

４）早期に廃止基準を満たすための対策技術 

 早期に廃止基準を満たすための対応策を表 2-5 にまとめた。 

 COD や pH の低下を促進するためには、竣功後に揚水井戸や集水暗渠（上部

集排水管とも呼ばれる）を設置し、保有水を集水し水処理をする方法が有効で

あると考えられる。 

表 2-5 早期に廃止基準を満たすための対応策 

 

５）その他の早期安定化手法 

 その他の早期安定化手法をまとめて表 2-6 に示す。 

 投入前に洗浄分級や選別投入する方法、処分場において強制通気する方法、

その他、化学酸化法、原位置固化法等を行う早期安定化手法が考えられる。 
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表 2-6 その他の早期安定化手法 

 

（２）土地利用 

 廃止までの海面処分場用地について、一定の制約がある中での有効な土地利

用の手法及び竣功から廃止までの期間の短縮手法についての検討結果を以下に

示す。 

 １）土地利用例 

廃止までの土地利用としては、処分場が安定していない状態のため、表層利

用が中心となっている。なお、雨水による有機成分等の洗い出しを期待してい

る場合には安定化を妨げないように地表の被覆を避けたり、過度の荷重がかか

らないような配慮が行われている。 

表 2-7 土地利用等の例 
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処分場へのアンケートやヒアリングを行った結果、土地手続きに関しては表

2-8 に示すように協議や協定を締結して手続きを進めているのが現状である。 

表 2-8 土地手続きの実施状況 

 

 ２）廃止までの土地利用のための対応策 

 廃止までの土地利用のための対応策を表 2-9 にまとめた。 

表 2-9 廃止までの土地利用の対応策 

 

（２）廃止までの土地利用上の課題等 

なお、廃止までの土地利用上の課題を整理すると、表 2-10 のようになる。 

表 2-10 廃止までの土地利用上の課題 

○廃止までの土地利用を行った場合、以下の理由により、廃止までの期間が伸

びる可能性がある。 

・跡地利用で大規模なアスファルト舗装を行っているため、雨水の地下浸透

が抑制される。 

・構造物の立地により、ガス対策の発生量と性状が変化する。 

・埋立地盤の不等沈下により、浸透水の浸透、流出経路が変化する。 

○雨水を浸透させ土壌を浄化する方法をとっているため、地表面を覆うことや

圧をかけたり、雨水浸透を妨げる施工法を避ける。 
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○廃止までの土地利用における施工時は、覆土が 50cm 以上残存するようにし、

「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」における「軽微な変更」

の範囲に留める検討が必要である。 

○一般の人が立ち入るような廃止までの土地利用を行う場合には、人への健康

影響を避けるための対策（覆土等）が必要となる。 

○資材置場など重量物を置く場合、圧密が生じるなどの悪影響が生じるおそれ

がある。形質を変更するような環境への悪影響のおそれがある利用方法は制

限される。 

○植物を植えることは、廃止までの土地利用から恒久利用への切替が容易であ

り、廃止までの土地利用に向いていると考えられる。 

○処分場の廃止まで時間がかかることから、廃止までの土地利用でも長期的利

用と考えた方がよい。管理しながら廃止までの土地利用し、処分場が廃止に

なってもそのまま継続して恒久利用するような、廃止までの土地利用と恒久

利用の繋がりを考える方法もある。 

 

また、廃止までの期間が長いことから、土地を有効利用したいといった要望

がある一方で、廃止までの土地利用を行うための方法や手順が定められていな

いことから、下記に示すように、廃止までの土地利用のためのガイドラインの

策定に対する要望が強かった。 

◆ガイドライン等について 

○一定の管理下であれば廃止までの土地利用が可能であると考えられるが、廃棄

物処理法を踏まえ、どのような利用が考えられ、どのような問題が発生しそう

か等について研究が必要である。 

○処分場の終了から廃止までの期間が相当長期になると考えられており、この間

の廃止までの土地利用が円滑に行えるよう、手続き面での制度整備を望む。 

○港湾管理者、利用者、処分場設置者の責任の明確化が必要。 
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（３）廃止後の跡地利用上の課題等 

 「港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令」（昭和 49 年 8 月 3 日

運輸省令第 35 号）第 18 条２項における土地利用の区分を表 2-11 に示す。 

表 2-11 土地利用の区分と利用例 

 

 跡地利用の状況を調査した結果は表 2-12 に示すとおりである。 

 限られた利用例であるが、本来の埠頭用地、港湾関連施設の他、廃棄物処理

施設や道路、緑地、グラウンド等の公共施設用地として利用されている。跡地

利用では、大規模なアスファルト舗装などを伴わないグラウンドや緑地などの

表層利用や、埋立廃棄物層内で処理できる構造物を伴う中層利用が中心となる。 
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表 2-12 跡地利用の現状 
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 なお、跡地利用上の課題を整理すると、表 2-13 のようになる。 

表 2-13 跡地利用上の課題 

○地盤の沈下が大きく、不等沈下が生じやすいため、建物建設に制約がある。ベ

タ基礎では不等沈下で傾く可能性があり、三重管基礎杭工法などの対策が必要

となる。 

○跡地利用の内容によって、浸透水の水質、発生ガスの性状と量が大きく変化し

たり、浸透水の浸透、流出経路などが変化する。 

○処分場跡地から生じる浸出水放流のための排水施設やガス抜き装置を残した

まま、土地利用せざるを得ない。 

○含まれている有害物質が跡地利用上問題となる可能性がある（たとえば、ダイ

オキシン類は３ng-TEQ/g まで受入可能であるが、跡地利用を考える上で制約

となる可能性がある）。 

○有害物質を含む土地を廃止後に売却して良いのか、土壌汚染問題のように土地

の売却後に問題となることは無いのか懸念がある。 

○土壌環境基準を超過する処分場跡地が売却できるか微妙であり、売却価格がぐ

っと下がる場合、公共が関与しながら使用料を徴収する方が適しているかもし

れない。 

○焼却灰と浚渫土等、種類の大きく異なる廃棄物では、GIS（地理情報システム）

の活用により埋立位置を把握することは跡地利用を考える上で意味がある。 

 


